
　

ハ
ン
セ
ン
病
の
隔
離
の
歴
史
、
差
別
と

闘
っ
て
生
き
た
人
た
ち
の
歴
史
を
学
ぶ
基
礎

的
な
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
と
は
何
か
。
な
ぜ
隔
離
政
策

が
と
ら
れ
、
そ
こ
で
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ

た
の
か
。
菊
池
恵
楓
園
で
人
権
の
大
切
さ
、

生
き
る
こ
と
の
意
味
の
深
さ
、
命
の
尊
さ
を

勉
強
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

ま
た
、
こ
の
講
座
を
修
了
す
る
と
、
菊
池

恵
楓
園
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
と
し
て
認

定
さ
れ
ま
す
。

※
前
回
以
前
に
未
了
の
講
座
が
あ
る
人
は
、

参
加
の
際
に
前
回
ま
で
の
受
講
カ
ー
ド
を

必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◦
と
き

　

５
月
23
日
（
土
）・
30
日
（
土
）
２
日
間

◦
と
こ
ろ　

菊
池
恵
楓
園
内　

恵
楓
会
館

◦
受
講
料　

無
料

◦
申
込
方
法

　

受
講
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
左
記
の
い
ず
れ
か
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

・
菊
池
恵
楓
園
入
所
者
自
治
会

　

 FAX（
２
８
８
）０
３
３
７

・
菜
の
花
法
律
事
務
所

　

 FAX（
３
２
２
）７
７
３
２

◦
受
講
申
込
書
設
置
場
所

　

合
志
庁
舎
ロ
ビ
ー
、
福
祉
課
、
須
屋
支

所
、
泉
ヶ
丘
支
所
、
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
、
御
代

志
市
民
セ
ン
タ
ー

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

で
き
ま
す
。

◦
申
込
期
限　

５
月
18
日
（
月
）

　

市
で
は
、
水
を
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め

の
水
道
事
業
や
、
汚
れ
た
水
を
き
れ
い
に
し

て
河
川
や
海
に
戻
し
水
質
の
保
全
な
ど
の
役

割
を
担
う
下
水
道
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
、
市
長

の
諮
問
に
応
じ
て
審
議
す
る
機
関
と
し
て
市

上
下
水
道
事
業
運
営
審
議
会
を
設
置
し
て
い

ま
す
。

　

委
員
の
改
選
に
当
た
り
、
市
民
の
皆
さ
ん

か
ら
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

◦
委
員
の
仕
事

・
上
下
水
道
事
業
の
運
営
に
関
す
る
審
議

　
（
例
）
水
道
料
金
や
下
水
道
使
用
料
に
関

　
　

  

す
る
こ
と
な
ど

・
そ
の
他
市
長
が
事
業
運
営
上
必
要
と
認
め

る
事
項
に
つ
い
て
の
審
議

※
費
用
弁
償
な
ど
の
支
給
有
り
。

◦
募
集
人
数　

３
人
程
度

　
（
作
文
な
ど
を
参
考
に
選
考
）

◦
任
期

　

選
任
の
日
～
平
成
29
年
４
月
30
日

◦
応
募
資
格

次
の
①
、
②
の
要
件
を
満
た
し
、
年
２
～

４
回
程
度
の
会
議
に
出
席
で
き
る
人

①
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
以
上
の

人
・
本
市
に
居
住
す
る
人

・
市
水
道
事
業
ま
た
は
下
水
道
事
業
の
受
益

者
（
公
共
下
水
道
、農
業
集
落
排
水
事
業
、

個
別
排
水
処
理
施
設
事
業
を
含
む
）

・
本
市
で
事
業
を
営
む
ま
た
は
活
動
す
る
人

（
代
表
者
）

②
本
市
の
上
下
水
道
事
業
に
対
し
て
関
心
の

あ
る
人

◦
応
募
方
法

　

住
所
、
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
電
話
番
号

を
明
記
し
「
応
募
の
理
由
」
と
「
本
市
の
上

下
水
道
事
業
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
」
の
作

文
（
１
、０
０
０
字
以
内
）
を
上
下
水
道
課

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
様
式
は
問
い
ま

せ
ん
。
標
準
応
募
用
紙
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
応
募
は
持
参
、郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
募
集
期
限　

５
月
28
日
（
木
）
午
後
５
時

あ
な
た
も
恵
楓
園
の
ガ
イ
ド
に
な
り
ま
せ
ん
か

よ
く
わ
か
る
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
講
座

問
い
合
わ
せ
先
　
福
祉
課　

社
会
福
祉
班
（
西
合
志
庁
舎
）

　
　
　
　
　
　
　

☎（
２
４
２
）１
１
４
９

市
上
下
水
道
事
業
運
営
審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
先
　
上
下
水
道
課　

庶
務
料
金
班
（
合
志
庁
舎
）

　
　
　
　
　
　
　

☎（
２
４
８
）１
１
５
９

５月23日（土）
9：00～　　受　付
開講式・オリエンテーション
10：00～ 12：00
ハンセン病問題の歴史

昼　食
13：00～ 15：00
ハンセン病問題基本法

休　憩
15：15～ 16：45
ハンセン病の医学

５月30日（土）
9：00～　　受　付
9：30～ 11：30
恵楓園の医療、介護の実態

昼　食
12：30～ 14：30
熊本で起きた事件
～本妙寺・黒髪小・菊池事件～

休　憩
14：45～ 16：30
園内・社会交流会館見学

修了式・ガイド認定

養成講座日程

　まちづくり活動を行なう市民団体の新規設立を
応援するため、「まちづくり団体等設立支援補助金
交付要綱」を制定しました。１団体 10 万円を限
度として補助します。補助の対象となる団体は次
のとおりです。

①主に市内を活動拠点としてまちづくり活動を始
めようとする新規の団体

②構成員の半数以上が本市に在住または在勤し、５
人以上で構成される団体

③会則、事業計画、予算、決算を示すことができる
団体

④入会に制限がなく、市民に開かれた団体
⑤設立に際し、他の公的助成を受けていない団体
⑥地域づくりネットワークに加入できる団体
※営利や宗教、政治活動、個人の趣味的活動を目的と

した団体、その他、活動内容が適当と認められない
団体は対象外です。

※詳しい内容や申請方法は、市ホームページをご覧に
なるか下記までお問い合わせください。

◦問い合わせ先
　企画課　企画広報班（合志庁舎）
　☎２４８－１８１３

　住宅リフォーム助成事業を適用した工事を受注
するためには、市から工事店の指定を受ける必要
があります。なお、昨年度指定を受けた工事店は、
更新手続きは不要です。
◦説明会
・と　き　６月１日（月）午後７時～
・ところ　市商工会支所（竹迫）
◦指定要件　次の全てに該当する事業者
①次のいずれかに該当する人
・市商工会会員（すまいアレコレこうしたい）
・市競争入札参加資格者名簿登載者
・市小規模工事等契約希望者名簿登録者
・市下水道排水設備指定工事店または市指定給水

装置工事事業者
②市内に本店、支店、営業所を有する法人または

個人事業者
③市が開催する講習会に参加できる事業者
◦登録期間　助成事業が終了するまで
◦受付期間　６月１日（月）～随時

◦申し込み・問い合わせ先
　商工振興課（合志庁舎）
　☎２４８－１１１５

　読み書き・計算の学習で脳を活性化させる認知症
予防教室の受講者と、教室運営を手伝ってもらうボ
ランティア（学習サポーター）を募集します。
◦と　　き　６月３日（水）～ 11 月 18 日（水）
◦と こ ろ　ふれあい館
◦申込期限　５月 29 日（金）必着

受講者
◦対 象 者　65 歳以上の人で毎週１回学習教室への

参加と、毎日 10 分程度の自宅学習がで
きる人

◦活動時間　毎週水曜日　午前 10 時～ 11 時 10 分
◦内　　容　教材を使った簡単な読み書き・計算
◦参 加 費　１回 200 円（教材・保険代）
◦募集人数　20 人（定員を超えた場合は抽選）
学習サポーター
◦対 象 者　高齢者の心身の健康増進に理解があ

り、５月 20 日（水）の事前研修会に
参加できる市民（交通費程度支給）

◦活動時間　毎週水曜日
　　　　　　午前９時 30 分～２時間程度
◦活動内容　教室運営補助や受講者の学習支援

木工教室（定員 10人）
◦と　　き　７～２月（第２・４土曜日）全 16 回 
　　　　　　午前９時 30 分～正午
◦と こ ろ　野々島公民館
男性の料理教室（定員 16人）
◦と　　き　６～３月（第４火曜日）全 10 回
　　　　　　午前 10 時～正午
◦と こ ろ　ふれあい館
◦対　　象　市内在住おおむね 65 歳以上の人
◦参 加 費（材料費別）木工教室　1,500 円
　　　　　　　　　　　料理教室　1,000 円
◦申込期限　６月 12 日（金）必着
※両講座とも、都合により日程が変わる場合があります。
※定員を超えた場合は抽選。結果は郵送にて通知します。

－共通－
◦申込方法　講座名・氏名・住所・年齢・電話番

号を明記し、市社会福祉協議会窓口へ直接また
は郵送・電話・ＦＡＸでお申し込みください。

◦問い合わせ先　
　市社会福祉協議会　地域福祉課（ふれあい館）
　☎２４２－７０００　FAX２４２－６６３５

脳いきいき教室受講者・まちづくり団体の 住宅リフォーム助成事業 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

学習サポーター募集設立を応援します いきいき講座受講生募集指定工事店募集

‘みんなですすめるまちづくり’


